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毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

人

政
令
第
二
百
四
十
一
号

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令

内
閣
は
、
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
三
百
三
号
）
第
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
八

及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定

す
る
。

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第

二
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
の
二
第
一
項
中
「
製
剤
」
の
下
に「（
自
動
車

燃
料
用
ア
ン
チ
ノ
ツ
ク
剤
を
除
く
。）」
を
加
え
、「
ド
ラ
ム

か
ん
」
を
「
ド
ラ
ム
缶
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第

二
項
か
ら
」
を
「
第
三
項
か
ら
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条

第
四
項
中
「
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
三
項
第
一
号
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条

第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
二
号
」
を
「
若

し
く
は
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中「
防
護
わ
く
」

を
「
防
護
枠
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
含
有
す
る
製
剤
（
自
動
車
燃
料
用

ア
ン
チ
ノ
ツ
ク
剤
に
限
る
。）を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
容
器
は
、
工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規

格
Ｚ
一
六
〇
一
号
（
鋼
製
ド
ラ
ム
缶
）
第
一
種
に
適
合

す
る
ド
ラ
ム
缶
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を

有
す
る
ド
ラ
ム
缶
又
は
当
該
製
剤
の
国
際
海
事
機
関
が

採
択
し
た
危
険
物
の
運
送
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
基

準
に
適
合
し
て
い
る
容
器
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
四
十
条
の
三
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第
四
十
条
の
三
第
一
項
各
号
中
「
ド
ラ
ム
か
ん
」を「
ド

ラ
ム
缶
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
含
有
す
る
製
剤
（
自
動
車
燃
料
用

ア
ン
チ
ノ
ツ
ク
剤
に
限
る
。）を
前
条
第
二
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
容
器
に
よ
り
運
搬
す
る
場

合
に
は
、
容
器
ご
と
に
そ
の
内
容
が
四
ア
ル
キ
ル
鉛
を

含
有
す
る
製
剤
で
あ
つ
て
自
動
車
燃
料
用
ア
ン
チ
ノ
ツ

ク
剤
で
あ
る
旨
の
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な

け
れ
ば
、
運
搬
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
の
四
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
次
項
に
規
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

第
四
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
ド
ラ
ム
か
ん
」
を

「
ド
ラ
ム
缶
」
に
、「
し
か
れ
て
」
を
「
敷
か
れ
て
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
ド
ラ
ム

か
ん
」
を
「
ド
ラ
ム
缶
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
ド

ラ
ム
か
ん
」
を
「
ド
ラ
ム
缶
」
に
、「
こ
え
な
い
」
を
「
超

え
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
第
三
号
中
「
こ
え
な
い
」
を
「
超
え
な
い
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
含
有
す
る
製
剤
（
自
動
車
燃
料
用

ア
ン
チ
ノ
ツ
ク
剤
に
限
る
。）を
第
四
十
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
容
器
に
よ
り
運

搬
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
積
載
の
態
様
は
、
次
の
各
号

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

容
器
は
、
そ
の
開
口
部
が
上
位
に
な
る
よ
う
に
置

か
れ
て
い
る
こ
と
。

二

容
器
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

三

容
器
が
落
下
し
、
転
倒
し
、
又
は
破
損
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
に
積
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

積
載
装
置
を
備
え
る
車
両
を
使
用
し
て
運
搬
す
る

場
合
に
は
、
容
器
が
当
該
積
載
装
置
の
長
さ
又
は
幅

を
超
え
な
い
よ
う
に
積
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五

四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
含
有
す
る
製
剤
及
び
四
ア
ル
キ

ル
鉛
を
含
有
す
る
製
剤
の
空
容
器
以
外
の
物
と
混
載

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

第
四
十
条
の
八
第
一
項
中
「
第
四
項
ま
で
」
を
「
第
五

項
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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